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静岡大学浜松キャンパスにおける土壌汚染の区域指定について 
 

 

静岡大学浜松キャンパスでは今年度、電子工学研究所の改築を実施する計画としております。 

事業開始に先立ち、土壌汚染対策法（以下、「法」)に基づく土壌汚染状況調査を実施した結果、

二箇所において基準値を超える物質が検出されたため、法に則り行政に土壌汚染状況調査結果報

告書を提出しておりました。 

このたび、行政から以下のとおり区域指定を受けましたのでお知らせいたします。 

今後も、引き続き行政の指導に基づき、汚染の除去等の措置を講じる予定としております。 

 

区域の指定 

区 域 区域指定日時 

形質変更時要届出区域 令和５年１１月２７日（月） 

 

基準超過の概要 

基準超過物質 基準超過濃度 調査深度 基準 調査区画名 

鉛及びその化合物 

（溶出量） 
0.026mg/L 0.5ｍ 

0.01mg/L 

以下 
C10-５ 

砒素及びその化合物 

（溶出量） 
0.016mg/L 0.5ｍ 

0.01mg/L 

以下 
C10-５ 

六価クロム化合物 

（溶出量） 
0.07mg/L 0.5ｍ 

0.01mg/L 

以下 
C10-６ 

鉛及びその化合物 

（溶出量） 
0.025mg/L 0.5ｍ 

0.01mg/L 

以下 
C10-６ 

砒素及びその化合物 

（溶出量） 
0.018mg/L 0.5ｍ 

0.01mg/L 

以下 
C10-６ 

 ※基準超過数/調査数は、２箇所／５４箇所となる。 
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